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東京都食品安全推進計画とは。
東京都食品安全条例に基づき、生産から消費に至る各段階で、関係各局の連携のもと、
全庁横断的に食品の安全確保に関する施策を推進するために定めた計画です。
本計画は、HACCPへの取組支援など、これまでの取組を継続する必要のある課題に
加え、災害時の食品衛生対策などの新たな課題にも対応するため「３つの施策の
柱と施策の基盤」のもとで都が推進する食品安全確保施策を「基本施策」として
整理しました。
また、この基本施策の中でも特に迅速かつ的確に取り組むべき
12の施策を「重点施策」として選定しました。
都は、本計画に基づく施策を着実に実施していくことで、
「現在及び将来の都民の健康保護」に取り組んでいきます。

概要版

関係者による相互理解と
食の安全に関する
情報発信の推進

施策の柱3

安全を確保する施策の
基盤づくり

施策の基盤

災害発生時の食品衛生対策に係る人材の計画的な育成
災害発生時に迅速・適切に食品衛生監視員が食品衛生対策を
実行できるよう、対応マニュアルの整備と人材育成を進めてい
きます。

●監視員が活動するための食品衛生活動マニュアルの作成
●災害発生時に食品衛生対策を行う監視員を対象とした研修の実施

主な取組

重点施策12

食品の安全に関する
リスクコミュニケーションの
推進
都民・事業者・行政の相互理解と協力を促進するため、
リスクコミュニケーションの充実と対象者に応じた分かり
やすい情報提供を推進します。

●関係者の活発な意見交換　　　
●対象に応じた体験型啓発　　
●ライフステージを考慮した情報提供

主な取組

重点施策10

総合的な
食物アレルギー対策の
推進
アレルゲン表示の適正化や飲食店における情報提供の支援、
学校等と連携した対応の普及などを通じて、食物アレルギー
を持つ都民が安心して生活できる環境づくりを進めます。

●食品の製造・調理段階での混入防止に向けた技術指導
●飲食店等の食物アレルギーの情報提供の取組支援
●学校、保育所等における人材の育成

主な取組

重点施策11

災害派遣対応

https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/
shokuhin/アドレス
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食を取り巻く環境の
変化に対応する
自主的な取組の推進

施策の柱1

情報収集や調査、
監視指導等に基づく
安全対策の推進

施策の柱2

食品安全情報評価委員会
による分析・評価
食品安全に関する情報を継続的に収集・分析・評価し、
その結果を施策に反映するとともに、分かりやすく情報を
発信していきます。

●海外情報等の情報収集　　
●食品安全情報評価委員会による情報分析・評価　　　
●都民等への情報発信

主な取組

重点施策4

食品安全対策に係る
監視指導DXの推進
デジタル技術を活用し、生産から消費に至る各段階におけ
る効率的な監視指導や効果的な普及啓発を実施します。

●タブレット端末の活用など、保健所DXを本格的に展開・業務
改善

●蓄積したデータや経験を活用した普及啓発

主な取組

重点施策5

輸入食品対策
輸入食品に対する監視指導や検査を行うとともに、輸入事
業者の自主的な衛生管理の取組を支援し、輸入食品の安
全確保を図ります。

●輸入食品監視班による監視指導　
●残留農薬などの検査
●事業者を対象にした講習会　　　
●輸入事業者の自主管理の支援

主な取組

重点施策6

「健康食品」対策の強化
健康食品による健康被害事例を踏まえ、監視指導や検査、
関係機関と連携した情報収集・分析を行うなど、健康食品
の安全確保を図ります。

●大規模病院との連携を拡充し、健康被害情報の収集体制を強化
●新規導入した高精度機器により、有害物質の検査分析手法を
開発

●都民を対象とした「健康食品」に関する普及啓発
●市場流通品の検査、表示・広告の調査　　
●健康食品取扱事業者を対象とした講習会

主な取組

重点施策7

食品の適正表示の推進
食品表示制度の改正動向を踏まえ、関係機関と連携した
相談・監視指導を行うとともに、事業者への支援を通じて
適正な食品表示を推進します。

●関係機関との連携 ●相談対応や監視指導
●DNA分析等の科学的検証 ●適正表示推進者の育成

主な取組

重点施策8

食品安全に関する
健康危機管理体制の確保
広域的な食品による健康被害に備え、関係機関と連携した
体制整備と危機管理対応力の向上を図ります。

●関係機関との連携体制の構築
●大規模食中毒等を想定した訓練の実施

主な取組

重点施策9

GAP認証制度の推進
「国際水準GAPガイドライン」に準拠した新東京都GAP認
証制度のPRや認証を受けた農産物の流通拡大など、GAP
認証制度の取組を推進します。

●認証取得及び維持の支援　　
●消費者へのPR　　
●流通拡大の支援

主な取組

重点施策1

HACCPに沿った衛生管理の導入・定着の推進
食品等事業者におけるHACCPに沿った衛生管理の導入・定着を支援するとと
もに、その推進に向けた人材育成を進めていきます。

●新規事業者のHACCP導入や定着・レベルアップに向けた支援の強化
●事業者において核となる人材や、事業者指導を行う監視員の育成を推進

主な取組

重点施策2

小規模・ボランティア給食向けリーフレット

多様化する食の提供方法における
衛生管理向上への取組の推進
食品等事業者におけるHACCPに沿った衛生管理の導入・定着を支援すると
ともに、その推進に向けた人材育成を行っていきます。

●小規模給食等の運営者に対する技術的助言やテイクアウト・デリバリーを実施する
飲食店に対する情報提供や監視指導

●食べ残し持ち帰りを実施する飲食店に対する情報提供や監視指導、都民に対する
普及啓発

主な取組

重点施策3

セミナーの様子

シンポジウム

農業者向けハンドブック


